
施設基準名称 受けられるサービス等

医療DX推進体制整備加算 マイナンバーカードで保険資格確認や診療情報等を確認できます。

療養病棟入院基本料1　経腸栄養管理加算 経腸栄養管理専任の管理栄養士が配置されており当院で嚥下造影が可能です。

療養病棟入院基本料1　看護補助体制充実加算1
当院で3年以上の看護補助者の勤務経験を有する職員が5割以上配置され、手厚い

看護介護を提供しています。

障害者施設等入院基本料10対1　看護補助体制充実加算1
当院で3年以上の看護補助者の勤務経験を有する職員が5割以上配置され、手厚い

看護介護を提供しています。

障害者施設等入院基本料10対1　夜間看護体制加算 夜間における看護業務の負担軽減に資する体制を評価するものです。

地域包括ケア病棟入院料2　看護職員配置加算 基準より更に手厚く看護職員を配置しております。

地域包括ケア病棟入院料2　看護補助体制充実加算1
当院で3年以上の看護補助者の勤務経験を有する職員が5割以上配置され、手厚い

看護介護を提供しています。

特殊疾患入院施設管理加算
重度の肢体不自由児（者）、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者、

神経難病患者等を直近1ヵ月で7割以上入院させている病棟を評価するものです。

療養環境加算 1病床当り平均面積が8平方メートル以上である病室を提供しています。

療養病棟療養環境加算1
長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を、総合的に評価されたも

のです。

診療録管理体制加算1
適切な診療記録の管理を行っている体制を評価し、現に患者に対し診療情報を提供

しております。

医師事務作業補助体制加算1（75対1）補助体制加算
医師の負担軽減と処遇改善に対する体制確保を目的に、医師の事務作業を補助す

る専従者を配置しています。

緩和ケア診療加算 悪性腫瘍等の入院患者に対し症状緩和に係るチームによる診療を提供しています。

栄養サポートチーム加算
栄養障害の状態又は栄養障害が見込まれる患者に対して、栄養サポートチームが診

療を行います。

医療安全対策加算1
医療安全情報を基に、対策の立案・分析・フィードバック、評価を組織的に取り組んで

おります。また医療に関する相談、不安等のご相談も応じます。

医療安全対策地域連携加算1
他の医療機関と医療安全情報の共有化を図り、双方の安全に対する質の向上を図っ

ております。

感染対策向上加算2

院内外の感染状況を把握し、患者及び職員間の感染症対策を行っております。又、

新興感染症の発生時等に県の要請を受けて感染症患者を受入れる体制等の確保を

しています。

感染対策向上加算2 連携強化加算
連携する加算1の届出を行った保険医療機関に対し、現況に対して年4回以上報告

を行い、感染症対策を行っております。

感染対策向上加算2 サーベイランス強化加算
感染症対策サーベイランス等、地域や全国のサーベイランスに参加して、適正な感染管

理対策に努めています。

患者サポート体制充実加算
患者等からの疾病に関する医学的な質問や生活上及び入院上の不安等に関する相

談を、お受けする体制を整備しています。

データ提出加算2
医療機関が厚生労働省に診療データを提出することで、診療報酬に加算される制度

です。

入退院支援加算1　地域連携診療計画加算
退院後の患者が地域で継続的に治療やケアを受けられるよう、連携保険医療機関等

に診療情報や退院後の診療計画などを文書で提供します。

入退院支援加算1　総合機能評価加算
患者が安心して退院し、地域で生活を継続できるように、入院早期から退院困難な要

因を有する患者さんに、入退院支援を実施しております。 

地域包括ケア病棟入院料2　看護職員配置加算 基準より更に手厚く看護職員を配置しております。

地域包括ケア病棟入院料2　看護補助体制充実加算1
当院で3年以上の看護補助者の勤務経験を有する職員が5割以上配置され、手厚い

看護介護を提供しています。

排尿自立支援加算
尿道カテーテル抜去後の尿路機能障害の症状を有する患者に、排尿ケアチームによる

包括的なケアを提供します。

協力対象施設入所者入院加算
介護保険施設等に当院が協力医療機関として定められており、当該介護保険施設

等で療養を行っている患者の病状の急変等に対応しています。

情報通信機器を用いた診療に係る基準
オンライン指針にそって診療を行う体制を有しています。なお情報通信機器を用いた診

療の、　初診において向精神薬の処方は行いません。

＜基本診療料＞



施設基準名称 受けられるサービス等

がん性疼痛緩和指導管理料
がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して必要な指導、処

方を行います。

外来緩和ケア管理料 外来の悪性腫瘍等の患者に対し症状緩和に係るチームによる診療を提供しています。

二次性骨折予防継続管理料2
骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を目的として計画的な評価及び治療を行

います。

薬剤管理指導料 薬剤師が入院患者に、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行います。

医療機器安全管理料1 生命維持管理装置の安全管理、保守点検を行う臨床工学技士を配置しています。

在宅療養後方支援病院
在宅医療を提供する医療機関と連携し入院希望患者の診療が24時間可能な体制

を確保しています。

検体検査管理加算Ⅱ 入院患者に検体検査を実施し検体検査判断料を算定した場合の加算です。

神経学的検査
脳神経内科を標榜し、神経学的検査の研修を修了した常勤医師が配置されており、

神経学的検査チャートで検査及び診断を行った場合に算定します。

無菌製剤処理料
2名以上の薬剤師がおり、各種注射を行う際に、無菌製剤処理が行われた場合に算

定します。

16列以上64列未満のマルチスライスCT 当院ではＣＴを導入し、頭・胸・腹部等の全身を画像撮影が可能です。

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）

（初期加算、急性期リハビリテーション加算）

脳血管疾患等により手足の障害や記憶の障害が生じた際、日常生活動作訓練等

を、患者個々の症例に応じて行います。

運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

（初期加算、急性期リハビリテーション加算）

基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図

る為に、様々な運動療法、歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作

能力、社会的適応能力の回復等を行います。

呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）

（初期加算、急性期リハビリテーション加算）
呼吸訓練や様々な運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行います。

集団コミュニケーション療法料 言語・聴覚機能の障害を有する複数の患者に対し、言語聴覚士が訓練を行います。

施設基準名称 受けられるサービス等

歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準
使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅

菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じています。

クラウン・ブリッジ維持管理料
クラウンやブリッジを装着した日から2年間、何らかの理由で再製作が必要になった場合

に、その費用の一部が保険で負担される制度です。

歯科外来診療医料安全対策加算１

医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が１名以上配置され、患者に

とって安全な歯科医療環境の提供を行うにつき十分な装置・器具等を有しているなど、

安心して歯科診療を受けていただけます。

歯科外来診療感染対策加算１
歯科診療における院内感染防止対策が十分な体制が整備されている施設に対する加

算で、安心して歯科診療を受けていただけます。

＜歯科＞

＜特掲診療料＞


